
設置場所例� 1 寝室�
就寝に使用する部屋の天井又は�
壁面に設置します。�

2 階段�
就寝に使用する部屋がある階の階段の踊り場の天井又は�
壁面に設置します。�
（ただし、避難階（1階など容易に避難できる階）の階段は除く）�

　
近
年
、
住
宅
火
災
に
よ
っ
て
亡

く
な
る
人
が
急
増
し
て
い
ま
す
。

火
災
を
早
期
に
発
見
し
避
難
を
す

る
こ
と
に
よ
り
火
災
に
よ
る
死
者

を
少
し
で
も
減
ら
す
た
め
に
、
国

は
消
防
法
を
改
正
し
、
ま
た
、
本

町
が
常
備
消
防
を
委
託
し
て
い
る

成
田
市
も
国
の
基
準
に
沿
っ
て
火

災
予
防
条
例
を
改
正
し
、
す
べ
て

の
住
宅
に
火
災
警
報
器
の
設
置
を

義
務
化
し
ま
し
た
。

　「
煙
」
か
「
熱
」
を
感
知
し
知
ら

せ
る
器
具
で
、「
煙
」
を
感
知
す
る

警
報
器
の
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
火
災
の
発
生
の
初
期
段
階
で
警

　
寝
室
及
び
階
段
で
す
。

台
所
は
設
置
に
努
め
る
場
所
と
位

置
づ
け
て
い
ま
す
。

　
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
や
電
気
店
、

防
災
設
備
取
扱
店
な
ど
で
販
売
さ

れ
、
１
個
５
千
円
か
ら
１
万
５
千

円
で
す
。

　
購
入
時
は
日

本
消
防
検
定
協

会
鑑
定
マ
ー
ク

が
付
い
て
い
る

も
の
を
選
び
ま

し
ょ
う
。

○
お
問
い
合
わ
せ
　
成
田
市
消
防

　
本
部
予
防
課
　

０
４
７
６
―

　
２
０
―
１
５
９
１

報
音
や
音
声
に
よ
り
知
ら
せ
ま
す
。

ど
ち
ら
も
「
電
池
」
を
使
う
も
の

と
「
家
庭
用
電
源
（
Ａ
Ｃ
１
０
０

Ｖ
）」
を
使
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　「法律が変わって、すぐに火災警報器を設置しなければいけなくなりました。設
置しないと罰則がありますよ。」と嘘をついたり、「消防署から点検に来ました」
と言って、火災警報器を高額な値段で売りつける被害がすでに発生しています。
　消防署や町が直接、住宅用火災警報器を販売することはありませんので、悪質
な訪問販売には十分注意しましょう。万一被害に遭った場合は、すぐに成田市消
費生活センター（ 0476-23-1161）へ連絡をしてください。


